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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
建物の居室を構成する壁部及び天井部及び床下面上に直接施工される居室側に開口部を有
する床の間用キットにおいて、該床の間用キットは、
予め加工された少なくとも２本の柱材と、予め加工された床板材と、予め加工された梁材
と、予め加工された仕切り材と、予め加工された壁板材とを備え、
前記天井部を天井面とし、前記床板材を床面とし、前記壁部或いは仕切り材を一方の側面
とし、前記壁板材を小壁面とし、前記梁材と柱材を前記開口部の開口周縁部とし、該開口
周縁部を形成する柱材のうち少なくとも一つは飾り柱を備え、
前記柱材は前記壁部に配設される方立部材と前記飾り柱としての床柱部材を含み、前記柱
材のうち前記方立部材は前記梁材と床板材との係合部が形成され、前記柱材のうち前記床
柱部材は、前記仕切り材と梁材と床板材と壁板材と天井部と床下面との係合部が形成され
、
前記床板材は前記方立部材と床下面との係合部が形成され、
前記梁材は、その両端部に、それぞれ前記方立部材と床柱部材との係合部が形成され、
前記予め加工された柱材と、予め加工された床板材と、予め加工された梁材と、予め加工
された仕切り材と、予め加工された壁板材を含んで床の間を組み立てることを特徴とする
床の間用キット。
【請求項２】
建物の居室を構成する壁部及び天井部及び床下面上に直接施工され、居室側にそれぞれ開
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口部を有する床の間用キットにおいて、該床の間用キットは押入を含み、
予め加工された少なくとも３本の柱材と、予め加工された少なくとも２枚の床板材と、予
め加工された少なくとも２本の梁材と、予め加工された仕切り材と、予め加工された少な
くとも２枚の壁板材と、予め加工された扉材とを備え、
前記天井部を天井面とし、前記少なくとも２枚の床板材を床面とし、前記壁部或いは仕切
り材を一方の側面とし、前記仕切り材を他方の側面とし、前記少なくとも２枚の壁板材を
小壁面とし、前記梁材と柱材を前記開口部の開口周縁部とし、該開口周縁部を形成する柱
材のうち少なくとも一つを飾り柱とし、前記開口部の少なくとも１つには前記扉材を備え
、
前記柱材は前記床の間側に配設される方立部材と前記飾り柱としての床柱部材と前記押入
側に配設される竪枠部材とを含み、前記柱材のうち前記方立部材は、前記梁材の少なくと
も１つと、前記床板材の少なくとも１つとの係合部が形成され、前記床柱部材は前記仕切
り材と梁材と床板材と壁板材と天井部と床下面と扉材との係合部が形成され、前記竪枠部
材は前記梁材の少なくとも１つと前記扉材との係合部が形成され、
前記床板材は前記方立部材と床下面との係合部が形成され、
前記梁材は、前記床の間側に配設される落し掛け部材と前記押入側に配設される鴨居部材
とを含み、前記落し掛け部材は、その両端部に、それぞれ方立部材と床柱部材との係合部
が形成され、前記鴨居部材は、その両端部に、それぞれ床柱部材と竪枠部材との係合部が
形成され、
前記扉材は前記押入の開口部下側に配設される敷居部材と該敷居部材上部に配設される戸
板部材とを含み、前記扉材のうち前記敷居部材は、その両端部に、それぞれ床柱部材と竪
枠部材との係合部が形成され、
前記予め加工された柱材と、予め加工された床板材と、予め加工された梁材と、予め加工
された仕切り材と、予め加工された壁板材と、予め加工された扉材とを含んで押入を含ん
だ床の間を組み立てることを特徴とする床の間用キット。
【請求項３】
前記方立部材に形成される前記梁材との係合部は、前記方立部材の前記床の間側に向いた
面上で、前記梁材の端面と略同形状に開口する凹部であることを特徴とする請求項１、２
いずれか記載の床の間用キット。
【請求項４】
前記方立部材に形成される前記床板材との係合部は、前記方立部材の前記床の間側に向い
た面の下端部の一部を切欠した切欠部であることを特徴とする請求項１、２いずれか記載
の床の間用キット。
【請求項５】
前記床柱部材に形成される前記仕切り材との係合部は、前記床柱部材の前記居室側とは反
対を向いた側に長尺方向に形成される溝部であることを特徴とする請求項１、２いずれか
記載の床の間用キット。
【請求項６】
前記床柱部材に形成される前記梁材との係合部は、前記床柱部材の前記床の間を向いた側
に前記梁材の端面と略同形状に開口する凹部であることを特徴とする請求項１、２いずれ
か記載の床の間用キット。
【請求項７】
前記床柱部材に形成される前記床板材との係合部は、前記床柱部材の下端部の一部を切欠
した切欠部であることを特徴とする請求項１、２いずれか記載の床の間用キット。
【請求項８】
前記床柱部材に形成される前記壁板材との係合部は、前記床柱部材に形成された前記梁材
との係合部の上部側において長尺方向に形成される溝部であることを特徴とする請求項１
、２いずれか記載の床の間用キット。
【請求項９】
前記床柱部材に形成される前記天井部との係合部は前記床柱部材の上部側面から前記床柱
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部材の上端面まで貫通するねじ孔であることを特徴とする請求項１、２いずれか記載の床
の間用キット。
【請求項１０】
前記床柱部材に形成される前記床下面との係合部は前記床柱部材下端部の前記居室側を向
いた面から前記床柱部材の下端面まで貫通するねじ孔であることを特徴とする請求項１、
２いずれか記載の床の間用キット。
【請求項１１】
 前記床柱部材に形成される前記扉材との係合部は前記床柱材の下端部の一部を切欠した
切欠部と、該切欠部から連続して上部方向に延出する溝部であることを特徴とする請求項
２記載の床の間用キット。
【請求項１２】
前記床板材に形成される前記方立部材との係合部は、前記床板材の前記方立部材側に位置
する角部を切欠した切欠部であることを特徴とする請求項１記載の床の間用キット。
【請求項１３】
前記床板材に形成される前記床下面との係合部は前記床板材の側面部から前記床下面と接
する面まで貫通するねじ孔であることを特徴とする請求項１、２いずれか記載の床の間用
キット。
【請求項１４】
前記梁材に形成される前記柱材との係合部は、前記梁材の両端部から突出した突出部と、
前記梁材の前記天井部側を向いた面から前記突出部の端面まで貫通するねじ孔であること
を特徴とする請求項１、２いずれか記載の床の間用キット。
【請求項１５】
前記敷居部材に形成される前記床柱部材と前記竪枠部材との係合部は、前記敷居部材の両
端部から突出した突出部と、前記敷居部材の側面から前記突出部の端面まで貫通するねじ
孔であることを特徴とする請求項２記載の床の間用キット。
【請求項１６】
前記ねじ孔は、ねじ頭部が配置される第１の孔と、該第１の孔から連続して形成されねじ
脚部が嵌入される第２の孔とからなることを特徴とする請求項９，１０，１３，１４，１
５いずれか記載の床の間用キット。
【請求項１７】
建物の居室を構成する壁部及び天井部及び床下面上に直接施工される居室側に開口部を有
する床の間用キットの組立方法であって、予め加工された少なくとも２本の柱材と、予め
加工された床板材と、予め加工された梁材と、予め加工された仕切り材と、予め加工され
た壁板材とを備え、前記天井部を天井面とし、前記床板材を床面とし、前記壁部或いは仕
切り材を一方の側面とし、前記壁板材を小壁面とし、前記梁材と柱材を前記開口部の開口
周縁部とし、該開口周縁部を形成する柱材のうち少なくとも一つは飾り柱を備え、前記柱
部材の一方を前記壁部に当接させて立設し、前記床板材を前記一方の柱部材下端部と前記
壁部に当接させて配設し、前記仕切り材を前記一方の柱材と平行となるように前記床板材
に立設し、前記他方の柱材を前記仕切り材の前記居室側に立設し、前記梁材を前記柱材間
に架設し、前記壁板材を前記梁材上部に配設することを特徴とする床の間用キットの組立
方法。
【請求項１８】
建物の居室を構成する壁部及び天井部及び床下面上に直接施工される居室側に開口部を有
する床の間用キットの組立方法であって、予め加工された少なくとも３本の柱材と、予め
加工された少なくとも２枚の床板材と、予め加工された少なくとも２本の梁材と、予め加
工された少なくとも２枚の仕切り材と、予め加工された少なくとも２枚の壁板材と、予め
加工された扉部材とを備え、前記天井部を天井面とし、前記少なくとも２枚の床板材を床
面とし、前記壁部或いは仕切り材を一方の側面とし、前記仕切り材を他方の側面とし、前
記少なくとも２枚の壁板材を小壁面とし、前記梁材と柱材を前記開口部の開口周縁部とし
、該開口周縁部を形成する柱材のうち少なくとも一つは飾り柱であり、前記開口部の少な
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くとも１つには前記扉材を備え、前記柱部材の１本を前記壁部に当接させて立設し、前記
床板材の一方を前記１本の柱材下端部と前記壁部に当接させて配設し、前記仕切り材を前
記１本の柱材と平行になるように前記床板材に立設し、前記飾り柱としての柱材を前記仕
切り材の前記居室側に立設し、前記梁材の一方を前記１つの柱材と前記飾り柱としての柱
材との間に架設し、前記壁板材を前記梁材上部に配設することにより床の間を形成する工
程と、前記床板材の他方を前記仕切り材下端部に当接させて配設し、前記扉部材を前記飾
り柱としての柱材に当接させて配設し、前記もう１本の柱材を前記他方の側面に当接させ
て立設し、前記梁材の他方を前記飾り柱としての柱材と前記もう１本の柱材との間に架設
し、前記壁板材を前記梁材上部に配設することにより押入を形成する工程とからなること
を特徴とする床の間用キットの組立方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は建物の居室に床の間及び押入を設置するための床の間用キット及びその組立方法
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年では全ての建築現場において、施工期間をいかにして短縮するかが究明されている。
ところが、住宅施工における床の間や押入は、床の間や押入の設置個所の寸法に合わせて
複数の部材を作成したり、狭い場所で部品取付作業を行う等の工程により施工が行われて
おり、施工作業に高度な熟練技術が必要とされるとともに、多くの手間がかかっていた。
【０００３】
特に床の間や押入を構成する部材は、壁等の建物躯体の寸法に合わせて、切削したり、部
材と部材との接合部を形成する等の細かい作業が多く、作業者の技量によって仕上がりに
バラツキが出るという問題があった。さらに建築施工現場で部材を形成すると、部材の反
転や移動が多くなり、部材に傷が付きやすいという問題があった。特に床の間の床柱は表
面に硬質塗装を施しているため、傷が目立ちやすく、加工及び施工を慎重に行う必要があ
り施工に多くの時間を要していた。
【０００４】
上記問題点を解決するために、特開平７－１５０７５６号公報では、居室内に設置するだ
けで床の間を形成することができる床の間ユニットが提示されている。　この床の間ユニ
ットは、図２５に示すように、方形床板１０１の前端部の両側部から柱１０２がそれぞれ
立設され、この２本の柱１０２の上端部間に垂れ壁パネル１０３が架設されることにより
形成されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし上記従来技術では、施工終了後の居室内に床の間ユニットを後から配設する構成で
あるため、床の間ユニットと居室の壁との間にわずかな隙間が発生し、居室との一体感を
得にくいという問題があった。
【０００６】
さらに床の間ユニットを各居室に取り付ける場合、各居室の床面から天井面までの高さや
、壁幅等は各家屋毎に異なっており、一定寸法とはされていないので、ユニットは各部屋
を構成する壁の高さや幅等の寸法を測定した結果に基づいて家屋毎に設計、及び組み立て
る必要があり、作成に手間やコストがかかるという問題があった。
【０００７】
また、床の間ユニット近傍のスペースを活用するためにタンス等の収納具等を配設する場
合でも、床の間ユニットとタンスとの高さ及び厚さが異なると、統一感を得ることが困難
であり、外観上の高級感や重厚感を確保しにくいという不都合があった。
【０００８】
本発明の目的は、取り付けに特別な技術を必要とせず、常に安定した仕上がりが得られ、
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外観上良好な床の間用キット及びその組立方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題は、本件第１の発明では、建物の居室を構成する壁部及び天井部及び床下面上に
直接施工される居室側に開口部を有する床の間用キットにおいて、該床の間用キットは、
予め加工された柱材と、予め加工された床板材と、予め加工された梁材と、予め加工され
た仕切り材と、予め加工された壁板材とを備え、前記天井部を天井面とし、前記床板材を
床面とし、前記壁部或いは仕切り材を一方の側面とし、前記壁板材を小壁面とし、前記梁
材と柱材を前記開口部の開口周縁部とし、該開口周縁部を形成する柱材のうち少なくとも
一つは飾り柱を備え、前記柱材は前記壁部に配設される方立部材と前記飾り柱としての床
柱部材を含み、前記柱材のうち前記方立部材は前記梁材と床板材との係合部が形成され、
前記柱材のうち前記床柱部材は、前記仕切り材と梁材と床板材と壁板材と天井部と床下面
との係合部が形成され、前記床板材は前記方立部材と床下面との係合部が形成され、前記
梁材は、その両端部に、それぞれ前記方立部材と床柱部材との係合部が形成され、前記予
め加工された柱材と、予め加工された床板材と、予め加工された梁材と、予め加工された
仕切り材と、予め加工された壁板材を含んで床の間を組み立てることによって解決される
。
【００１０】
また、本件第２の発明における床の間用キットは、建物の居室を構成する壁部及び天井部
及び床下面上に直接施工され、居室側にそれぞれ開口部を有する押入を含んだ床の間用キ
ットにおいて、該床の間用キットは押入を含み、予め加工された少なくとも３本の柱材と
、予め加工された少なくとも２枚の床板材と、予め加工された少なくとも２本の梁材と、
予め加工された仕切り材と、予め加工された少なくとも２枚の壁板材と、予め加工された
扉材とを備え、前記天井部を天井面とし、前記少なくとも２枚の床板材を床面とし、前記
壁部或いは仕切り材を一方の側面とし、前記仕切り材を他方の側面とし、前記少なくとも
２枚の壁板材を小壁面とし、前記梁材と柱材を前記開口部の開口周縁部とし、該開口周縁
部を形成する柱材のうち少なくとも一つを飾り柱とし、前記開口部の少なくとも１つには
前記扉材を備えた、押入を含んだ床の間用キットであって、前記柱材は前記床の間側に配
設される方立部材と前記飾り柱としての床柱部材と前記押入側に配設される竪枠部材とを
含み、前記柱材のうち前記方立部材は、前記梁材の少なくとも１つと、前記床板材の少な
くとも１つとの係合部が形成され、前記床柱部材は前記仕切り材と梁材と床板材と壁板材
と天井部と床下面と扉材との係合部が形成され、前記竪枠部材は前記梁材の少なくとも１
つと前記床板材の少なくとも１つとの係合部が形成され、前記床板材は前記方立部材と床
下面との係合部が形成され、前記梁材は、前記床の間側に配設される落し掛け部材と前記
押入側に配設される鴨居部材とを含み、前記落し掛け部材は、その両端部に、それぞれ方
立部材と床柱部材との係合部が形成され、前記鴨居部材は、その両端部に、それぞれ床柱
部材と竪枠部材との係合部が形成され、前記扉材は前記押入の開口部下側に配設される敷
居部材と該敷居部材上部に配設される戸板部材とを含み、前記扉材のうち前記敷居部材は
、その両端部に、それぞれ床柱部材と竪枠部材との係合部が形成され、前記予め加工され
た柱材と、予め加工された床板材と、予め加工された梁材と、予め加工された仕切り材と
、予め加工された壁板材と、予め加工された扉材とを含んで押入を含んだ床の間を組み立
てるものである。
【００１１】
前記方立部材に形成される前記梁材との係合部は、前記方立部材の前記床の間側に向いた
面上で、前記梁材の端面と略同形状に開口する凹部である。前記方立部材に形成される前
記床板材との係合部は、前記方立部材の前記床の間側に向いた面の下端部の一部を切欠し
た切欠部である。
【００１２】
前記床柱部材に形成される前記仕切り材との係合部は、前記床柱部材の前記居室側とは反
対を向いた側に長尺方向に形成される溝部である。また前記床柱部材に形成される前記梁
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材との係合部は、前記床柱部材の前記床の間を向いた側に前記梁材の端面と略同形状に開
口する凹部である。
【００１３】
前記床柱部材に形成される前記床板材との係合部は、前記床柱部材の下端部の一部を切欠
した切欠部である。前記床柱部材に形成される前記壁板材との係合部は、前記床柱部材に
形成された前記梁材との係合部の上部側において長尺方向に形成される溝部である。さら
に前記床柱部材に形成される前記天井部との係合部は前記床柱部材の上部側面から前記床
柱部材の上端面まで貫通するねじ孔である。
【００１４】
前記床柱部材に形成される前記床下面との係合部は前記床柱部材下端部の前記居室側を向
いた面から前記床柱部材の下端面まで貫通するねじ孔である。前記床板材に形成される前
記方立部材との係合部は、前記床板材の前記方立部材側に位置する角部を切欠した切欠部
である。前記床柱部材に形成される前記扉材との係合部は前記床柱材の下端部の一部を切
欠した切欠部と、該切欠部から連続して上部方向に延出する溝部である。
【００１５】
前記床板材に形成される前記床下面との係合部は前記床板材の側面部から前記床下面と接
する面まで貫通するねじ孔である。前記梁材に形成される前記柱材との係合部は、前記梁
材の両端部から突出した突出部と、前記梁材の前記天井部側を向いた面から前記突出部の
端面まで貫通するねじ孔である。
【００１６】
前記敷居部材に形成される前記床柱部材と前記竪枠部材との係合部は、前記敷居部材の両
端部から突出した突出部と、前記敷居部材の側面から前記突出部の端面まで貫通するねじ
孔である。前記ねじ孔は、ねじ頭部が配置される第１の孔と、該第１の孔から連続して形
成されねじ脚部が嵌入される第２の孔とからなる。
【００１７】
また床の間用キットの組立方法は、請求項１６の発明によれば、予め加工された少なくと
も２本の柱材と、予め加工された床板材と、予め加工された梁材と、予め加工された仕切
り材と、予め加工された壁板材とを備え、前記天井部を天井面とし、前記床板材を床面と
し、前記壁部或いは仕切り材を一方の側面とし、前記壁板材を小壁面とし、前記梁材と柱
材を前記開口部の開口周縁部とし、該開口周縁部を形成する柱材のうち少なくとも一つは
飾り柱を備え、前記柱部材の一方を前記壁部に当接させて立設し、前記床板材を前記一方
の柱部材下端部と前記壁部に当接させて配設し、前記仕切り材を前記一方の柱材と平行と
なるように前記床板材に立設し、前記他方の柱材を前記仕切り材の前記居室側に立設し、
前記梁材を前記柱材間に架設し、前記壁板材を前記梁材上部に配設する。
【００１８】
さらに床の間用キットの組立方法は、請求項１７の発明によれば、建物の居室を構成する
壁部及び天井部及び床下面上に直接施工される居室側に開口部を有する床の間用キットの
組立方法であって、予め加工された少なくとも３本の柱材と、予め加工された少なくとも
２枚の床板材と、予め加工された少なくとも２本の梁材と、予め加工された少なくとも２
枚の仕切り材と、予め加工された少なくとも２枚の壁板材と、予め加工された扉部材とを
備え、前記天井部を天井面とし、前記少なくとも２枚の床板材を床面とし、前記壁部或い
は仕切り材を一方の側面とし、前記仕切り材を他方の側面とし、前記少なくとも２枚の壁
板材を小壁面とし、前記梁材と柱材を前記開口部の開口周縁部とし、該開口周縁部を形成
する柱材のうち少なくとも一つは飾り柱であり、前記開口部の少なくとも１つには前記扉
材を備え、前記柱部材の１本を前記壁部に当接させて立設し、前記床板材の一方を前記１
本の柱材下端部と前記壁部に当接させて配設し、前記仕切り材を前記１本の柱材と平行に
なるように前記床板材に立設し、前記飾り柱としての柱材を前記仕切り材の前記居室側に
立設し、前記梁材の一方を前記１つの柱材と前記飾り柱としての柱材との間に架設し、前
記壁板材を前記梁材上部に配設することにより床の間を形成する工程と、前記床板材の他
方を前記仕切り材下端部に当接させて配設し、前記扉部材を前記飾り柱としての柱材に当
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接させて配設し、前記もう１本の柱材を前記他方の側面に当接させて立設し、前記梁材の
他方を前記飾り柱としての柱材と前記もう１本の柱材との間に架設し、前記壁板材を前記
梁材上部に配設することにより押入を形成する工程と、からなる。
【００１９】
このように本発明の床の間用キットを用いることにより、予め工場等で加工された部材を
現場で組み立てるだけで、居室に床の間及び押入を設置することができる。このように部
材加工のための熟練を必要とすることなく、簡単に床の間及び押入の施工を行うことがで
きるので、作業性を向上させ、コストの低下を図ることが可能となる。また各部材は予め
加工されているため、各部材の仕上がりにバラツキが生じることなく、常に安定した仕上
がりの床の間及び押入を形成することができる。
【００２０】
さらに各部材には、部材同士を係合するための係合部が予め形成されており、この係合部
において各部材を当接させたり、或いは係合部にねじ部材を配設するだけで部材同士を固
着させることができる。このように、現場で鋸やノミ等の工具を使用して部材の係合部を
形成する必要がないため、寸法間違いが発生することなく、効率的に作業を行うことがで
きる。またこれらの係合部は適切な大きさや幅に形成されているため、適切に組み付ける
ことができ、品質を常に均一に保つことが可能となる。
【００２１】
さらに予めねじ部材を配設させるためのねじ孔が形成されているため、ねじ部材を簡単に
、適切な位置に取り付けることが可能となる。さらにこのねじ孔は、ねじ部材頭部を配置
する第１の孔（座堀り部）と、この第１の孔から連続して形成され、ねじ脚部が嵌入され
て、ねじ部材を誘導する第２の孔（貫通部）とからなるので、第１の孔にねじ頭部が沈め
られ、各部材からねじ頭部が突出することなく取り付けることが可能となる。
【００２２】
また予め加工された部材を施工現場に搬入して組み付けるため、施工現場で加工する方法
に比べて部材の反転や移動が少なくて済み、部材への傷付きを防ぐことができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
本発明の床の間用キットは、建物の居室を構成する壁部１及び天井部及び床下面上に直接
施工され、居室側に開口する床の間１０を形成するものであり、予め加工された柱材とし
ての方立部材１１，床柱部材１２と、予め加工された床板材としての地板パネル１３と、
予め加工された梁材としての落し掛け部材１４と、予め加工された仕切り材としての間仕
切りパネル１５と、予め加工された壁板材としての垂れ壁パネル１６とを備えている。
【００２４】
床の間１０は、前記天井部を天井面とし、地板パネル１３を床面とし、壁部１或いは間仕
切りパネル１５を一方の側面とし、垂れ壁パネル１６を小壁面とし、落し掛け部材１４と
方立部材１１と床柱部材１２を開口部１０ａの開口周縁部として構成されている。床柱部
材１２は飾り柱として配設されるものである。
【００２５】
方立部材１１には落し掛け部材１４との係合部である落し掛け部材係合部１１ｅと、地板
パネル１３との係合部である地板パネル係合部１１ｆが形成される。また床柱部材１２に
は間仕切りパネル１５との係合部である間仕切りパネル係合溝１２ｄと、落し掛け部材１
４との係合部である落し掛け部材係合部１２ｂと、地板パネル１３との係合部である地板
パネル係合部１２ｃと、垂れ壁パネル１６との係合部である垂れ壁パネル係合溝１２ｅと
、天井部との係合部である天井部係合孔１２ｆと、床下面との係合部である床下面係合孔
１２ｍが形成される。
【００２６】
さらに地板パネル１３には、方立部材１１との係合部である方立部材係合部１３ｄと、床
下面との係合部である床下面係合孔１３ｅが形成されている。落し掛け部材１４は、その
両端部に、それぞれ方立部材１１と床柱部材１２との係合部である突出部１４ｃ，１４ｄ



(8) JP 4132245 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

が形成されている。そして、予め加工された柱材と、床板材と、梁材と、仕切り材と、壁
板材とを組み立てることにより床の間１０が形成される。
【００２７】
また押入２０を含んだ床の間用キットは、建物の居室を構成する壁部１及び天井部及び床
下面上に直接施工され、居室側にそれぞれ開口する床の間１０及び押入２０を形成するも
のであり、予め加工された少なくとも３本の柱材としての方立部材１１，床柱部材１２，
竪枠部材２１と、予め加工された少なくとも２枚の床板材としての地板パネル１３及び２
３と、予め加工された少なくとも２本の梁材としての落し掛け部材１４，鴨居部材２４と
、予め加工された仕切り材としての間仕切りパネル１５と、予め加工された少なくとも２
枚の壁板材としての垂れ壁パネル１６及び２６と、予め加工された扉材としての敷居部材
２５及び戸板部材とを備えている。
【００２８】
床の間１０及び押入２０は、前記天井部を天井面とし、地板パネル１３を床の間側の床面
とし、地板パネル２３を押入側の床面とし、前記壁部１或いは間仕切りパネル１５を一方
の側面とし、間仕切りパネル１５を他方の側面とし、垂れ壁パネル１６を床の間側の小壁
面とし、垂れ壁パネル２６を押入側の小壁面とし、落し掛け部材１４と鴨居部材２４、及
び方立部材１１，床柱部材１２，竪枠部材２１を床の間１０の開口部１０ａ及び押入２０
の開口部２０ａの開口周縁部として構成されている。床柱部材１２は飾り柱として配設さ
れるものであり、また押入側の開口部２０ａには敷居部材２５と戸板部材とが配設される
。
【００２９】
方立部材１１には、落し掛け部材１４との係合部である落し掛け部材係合部１１ｅと、地
板パネル１３との係合部である地板パネル係合部１１ｆが形成されている。また床柱部材
１２には、間仕切りパネル１５との係合部である間仕切りパネル係合溝１２ｄと、落し掛
け部材１４との係合部である落し掛け部材係合部１２ｂと、鴨居部材２４との係合部であ
る鴨居部材係合部１２ｇと、地板パネル１３，２３との係合部である地板パネル係合部１
２ｃ，１２ｉと、垂れ壁パネル１６，２６との係合部である垂れ壁パネル係合溝１２ｅ，
１２ｊと、天井部との係合部である天井部係合孔１２ｆと、床下面との係合部である床下
面係合孔１２ｍと、敷居部材２５との係合部である敷居部材係合部１２ｈと、戸板部材と
の係合部である戸板部材係合溝１２ｋとが形成されている。さらに竪枠部材２１には鴨居
部材２４との係合部である鴨居部材係合部２１ｄと、敷居部材２５との係合部である敷居
部材係合部２１ｅが形成されている。
【００３０】
さらに地板パネル１３には、方立部材１１との係合部である方立部材係合部１３ｄと、床
下面との係合部である床下面係合孔１３ｅが形成されている。落し掛け部材１４は、その
両端部に、それぞれ方立部材１１と床柱部材１２との係合部である突出部１４ｃ，１４ｄ
が形成されている。また鴨居部材２４は、その両端部に、それぞれ床柱部材１２と竪枠部
材２１との係合部である突出部２４ｃ，２４ｄが形成されている。敷居部材２５は、その
両端部に、それぞれ床柱部材１２と竪枠部材２１との係合部である突出部２５ｃ，２５ｄ
が形成されている。
【００３１】
そして予め加工された柱材と、予め加工された床板材と、予め加工された梁材と、予め加
工された仕切り材と、予め加工された壁板材と、予め加工された扉材とを含んで押入２０
を含んだ床の間１０が形成される。
【００３２】
方立部材１１に形成される落とし掛け部材１４との係合部である落し掛け部材係合部１１
ｅは、方立部材１１の床の間１０側に向いた面１１ｂ上に形成されている。落し掛け部材
係合部１１ｅは、落し掛け部材１４の端面と略同形状に開口する凹部である。また方立部
材１１に形成される地板パネル１３との係合部である地板パネル係合部１１ｆは、方立部
材１１の床の間１０側に向いた面１１ｂ上に形成されている。地板パネル係合部１１ｆは
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、方立部材１１の下端部の一部を切欠した切欠部である。
【００３３】
床柱部材１２に形成される間仕切りパネル１５との係合部である間仕切りパネル係合溝１
２ｄは、床柱部材１２の居室側とは反対を向いた側に長尺方向に形成される溝部である。
また床柱部材１２に形成される落し掛け部材１４との係合部である落し掛け部材係合部１
２ｂは、床柱部材１２の床の間１０を向いた側に落し掛け部材１４の端面と略同形状に開
口する凹部である。
【００３４】
床柱部材１２に形成される地板パネル１３，２３との係合部は、床柱部材１２の下端部の
一部を切欠した切欠部である。また床柱部材１２に形成される垂れ壁パネル１６，２６と
の係合部は、床柱部材１２に形成された落とし掛け部材１４との係合部である落とし掛け
部材係合部１２ｂ及び鴨居部材２４との係合部である鴨居部材係合部１２ｇの上部側にお
いてそれぞれ長尺方向に形成される溝部である。さらに床柱部材１２に形成される天井部
との係合部は床柱部材１２の上部側面から床柱部材１２の上端面まで貫通するねじ孔１２
ｆであり、床柱部材１２に形成される床下面との係合部は床柱部材１２下端部の居室側を
向いた面から、床柱部材１２の下端面まで貫通するねじ孔である。
【００３５】
地板パネル１３に形成される方立部材１１との係合部である方立部材係合部１３ｄは、地
板パネル１３のの方立部材１１側に位置する角部を切欠した切欠部である。また地板パネ
ル１３に形成される床下面との係合部である床下面係合孔１３ｅは、地板パネル１３の側
面部１３ｃから床下面と接する面まで貫通するねじ孔である。
【００３６】
落し掛け部材１４或いは鴨居部材２４に形成される柱材との係合部は、落し掛け部材１４
或いは鴨居部材２４の両端部から突出した突出部１４ｃ，１４ｄ或いは２４ｃ，２４ｄと
、落し掛け部材１４或いは鴨居部材２４の天井部側を向いた面から突出部の端面１４ｃ，
１４ｄ或いは２４ｃ，２４ｄまで貫通するねじ孔１４ｅ，２４ｅとから構成されている。
【００３７】
敷居部材２５に形成される床柱部材１２と竪枠部材２１との係合部は、敷居部材２５の両
端部から突出した突出部２５ｃ，２５ｄと、敷居部材２５の側面から突出部２５ｃ，２５
ｄの端面まで貫通するねじ孔２５ｅとから構成されている。
【００３８】
なお前記各ねじ孔は、ねじ頭部が配置される第１の孔と、該第１の孔から連続して形成さ
れねじ脚部が嵌入される第２の孔とからなる。
【００３９】
上記構成部材からなる床の間用キットを組み立てて、床の間１０及び押入２０を形成する
方法は次の通りである。方立部材１１を壁部１に当接させて立設し、地板パネル１３を方
立部材１１下端部と壁部１に当接させて配設し、間仕切りパネル１５を方立部材１１と平
行になるように地板パネル１３に立設し、床柱部材１２を間仕切りパネル１５の居室側に
立設し、落し掛け部材１４を方立部材１１と床柱部材１２との間に架設し、垂れ壁パネル
１６を落し掛け部材１４上部に配設することにより床の間１０を形成する。
【００４０】
そして床の間１０に隣接して押入２０を形成する。先ず、押入側の地板パネル２６を間仕
切りパネル１５下端部に当接させて配設し、敷居部材２５を床柱部材１２に当接させて配
設し、竪枠部材２１を他方の側面に当接させて立設し、鴨居部材２４を床柱部材１２と竪
枠部材２１との間に架設し、垂壁パネル２６を鴨居部材２４上部に配設することにより押
入２０を形成する。
【００４１】
【実施例】
以下、本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する部材，配置等
は本発明を限定するものでなく、本発明の趣旨の範囲内で種々改変することができるもの
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である。
【００４２】
図１乃至図２４は本発明に係る実施例を示すものであり、図１乃至図５は床の間の組立方
法を示す説明図、図６乃至図９は押入の組立方法を示す説明図、図１０は床の間と押入の
配置パターンを示す説明図、図１１（ａ）は設置後の床の間と押入を天井部側から見た説
明図、図１１（ｂ）は図１１（ａ）におけるＡ部拡大図、図１１（ｃ）は図１１（ａ）に
おけるＢ部拡大図、図１１（ｄ）は図１１（ａ）におけるＣ部拡大図、図１２（ａ）及び
（ｂ）は方立部材を示す説明図、図１３（ａ）乃至（ｄ）は床柱部材を示す説明図、図１
４は床柱部材と天井部との接合部を示す説明図、図１５（ａ）乃至（ｄ）は他の形状の床
柱部材を示す説明図、図１６は地板パネルを示す説明図、図１７（ａ）及び（ｂ）は落し
掛け部材を示す説明図、図１８は間仕切りパネルを示す説明図、図１９は垂れ壁パネルを
示す説明図、図２０（ａ）及び（ｂ）は竪枠部材を示す説明図、図２１（ａ）及び（ｂ）
は鴨居部材を示す説明図、図２２（ａ）及び（ｂ）は敷居部材を示す説明図、図２３は廻
り縁部材を示す説明図、図２４は雑巾摺部材を示す説明図である。
【００４３】
本発明の床の間用キットは、居室内に床の間１０或いは押入２０を含んだ床の間１０を設
置するためのものである。本発明の床の間用キットにより、例えば図９に示すように、床
の間１０及び押入２０が居室の隅角部に設置される。
【００４４】
本発明の床の間用キットによる床の間１０及び押入２０は、建物の壁部１及び天井部及び
床下面上に直接施工される。床の間１０及び押入２０が設置される壁部１には、図１１に
示すように、予め下地材として石膏ボードが貼着されている。また床の間１０は図９に示
すように、開口部１０ａにおいて居室側に開口している。床の間１０の開口部１０ａには
柱材として方立部材１１と床柱部材１２とが立設されている。
【００４５】
押入２０は、床の間１０と隣接して形成されており、開口部２０ａにおいて居室側に開口
している。押入２０の開口部２０ａには、竪枠部材２１と、鴨居部材２４及び敷居部材２
５が設けられ、この鴨居部材２４と敷居部材２５間に図示しない引き戸がはめ込まれて、
開閉自在に構成されている。
【００４６】
壁部１と、床の間１０及び押入２０の床面との境目には、図１１に示すように雑巾摺部材
３２が配設されている。なお本実施例における押入２０は一方の側面を、床の間１０との
仕切り材である間仕切りパネル１５とし、他方の側面を建物の壁部１として形成されてい
る。
【００４７】
居室内に床の間１０を設置するためには、柱材としての方立部材１１及び床柱部材１２と
、床板材としての地板パネル１３と、梁材としての落し掛け部材１４と、仕切り材として
の間仕切りパネル１５と、壁板材としての垂れ壁パネル１６とを用いる。
【００４８】
居室内に押入２０を含んだ床の間１０を設置するためには、柱材としての方立部材１１，
床柱部材１２，竪枠部材２１と、床板材としての地板パネル１３，２３と、梁材としての
落し掛け部材１４，鴨居部材２４と、仕切り材としての間仕切りパネル１５と、壁板材と
しての垂れ壁パネル１６，２６と、扉材としての敷居部材２５，戸板部材（図示せず）を
用いる。これら床の間１０及び押入２０を構成する床の間用キットの各部材は、工場等で
予め加工され、完成品として工場から建築施工現場へ搬送されるものである。
【００４９】
次に床の間用キットの各構成部材について図１２乃至図１９において説明する。図１２（
ａ）及び（ｂ）は方立部材１１を示す説明図であり、図１２（ａ）は方立部材１１の側面
図及び端面図、図１２（ｂ）は方立部材１１の正面図である。
【００５０】
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方立部材１１は、図１２に示すように縦長の柱部材であり、床の間１０の開口部１０ａの
開口周縁部を形成する部材として壁部１に当接して立設されるものである。方立部材１１
の、配設時に外側に露出する面１１ａ，１１ｂ，１１ｃは、表面が滑らかに形成され、ニ
ス等を塗布することにより、仕上げ加工が施されている。
【００５１】
方立部材１１の天井部側の端部には、後述する廻り縁３１と係合させるための廻り縁部材
係合部１１ｄが形成されている。廻り縁部材係合部１１ｄは、方立部材１１の上端部両側
を切欠することにより形成されている。さらに方立部材１１の床の間１０側を向いた面１
１ｂには、後述する落し掛け部材１４と係合させるための落し掛け部材係合部１１ｅが形
成されている。この落し掛け部材係合部１１ｅは落し掛け部材１４の端部と係合可能な大
きさ，形状に開口する凹部として形成されている。さらにまた方立部材１１の下端部には
、後述する床板材としての地板パネル１３との係合部である地板パネル係合部１１ｆが形
成されている。地板パネル係合部１１ｆは、方立部材１１の下端部の一部を矩形状に切欠
し、地板パネル１３を嵌合可能に形成されている。
【００５２】
図１３（ａ）乃至（ｄ）は床柱部材１２を示す説明図であり、図１３（ａ）は床柱部材１
２の背面図、図１３（ｂ）及び（ｄ）は床柱部材１２の側面図、図１３（ｃ）は床柱部材
１２の正面図及び端面図である。床柱部材１２は、図１３に示すように、例えばしぼり丸
太材のような断面略円形の円柱状の長尺部材から形成されている。床柱部材１２は、床の
間１０の開口部１０ａにおいて、上記方立部材１１と対向するように立設されている。
【００５３】
床柱部材１２の天井部側の端部には、後述する廻り縁部材３１と係合させるための廻り縁
部材係合部１２ａが形成されている。廻り縁部材係合部１２ａは床柱部材１２の上端部を
切欠することにより形成されている。さらに床柱部材１２の床の間１０側を向いた側面に
は、後述する梁材としての落し掛け部材１４と係合させるための落し掛け部材係合部１２
ｂが形成されている。この落し掛け部材係合部１２ｂは落し掛け部材１４の端部と係合可
能な大きさ，形状に開口する凹部として形成されている。さらにまた床柱部材１２の下端
部には、床の間の地板パネル１３との係合部である地板パネル係合部１２ｃが形成されて
いる。地板パネル係合部１２ｃは、床柱部材１２の下端部の一部が切欠され、地板パネル
１３を嵌合可能に形成されている。
【００５４】
床柱部材１２の背面には図１３（ａ）に示すように、後述する仕切り材としての間仕切り
パネル１５と係合するための間仕切りパネル係合溝１２ｄが形成されている。間仕切りパ
ネル係合溝１２ｄは、床柱部材１２の上端部から下端部まで連続して形成される溝部であ
り、間仕切りパネル１５の厚さと略同じ幅に形成され、間仕切りパネル１５を嵌合可能に
構成されている。
【００５５】
また前記落し掛け部材係合部１２ｂの上部には、床の間１０側の壁板材としての垂れ壁パ
ネル１６と係合する垂れ壁パネル係合溝１２ｅが形成されている。垂れ壁パネル係合溝１
２ｅは、床柱部材１２の上端部から落とし掛け部材係合部１２ｂまで連続して形成される
溝部であり、垂れ壁パネル１６の厚さと略同じ幅に形成され、垂れ壁パネル１６を嵌合可
能に構成されている。
【００５６】
なお符号１２ｆは、床柱部材１２と天井部とを固着させるためのねじ部材を嵌入する天井
部係合孔である。天井部係合孔１２ｆは、床柱部材１２の上端部に形成されており、床柱
部材１２の上端部側方から、天井部まで貫通する貫通孔として形成されている。
【００５７】
天井部係合孔１２ｆは、ねじ部材頭部を固定させるための第１の孔（座堀り部）と、ねじ
部材脚部を挿入するための第２の孔（貫通部）とから構成されている。第１の孔は、床柱
部材１２の上側部側方から、ねじ部材の頭部を挿入可能な幅で、天井部側に向かって傾斜
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して掘削することにより形成されている。この第１の孔の底面でねじ部材頭部を固定する
ように構成されている。第２の孔は、第１の孔の底面中央部から、天井部まで届くように
床柱部材１２を貫通して形成されており、ねじ部材を誘導する。第２の孔はねじ部材を工
具によりねじ込み、ねじ部材を確実に螺着させることができるように、極細の針穴状に形
成されている。
【００５８】
図１４は、床柱部材１２と天井部との接合部を示す説明図である。図に示すように、天井
部係合孔１２ｆにねじ部材を嵌入すると、ねじ部材の頭部は第１の孔において固定され、
またねじ部材の脚部は第２の孔に螺合される。そしてねじ部材脚部は床柱部材１２を貫通
して上端面から突出し、天井部を構成する天井石膏ボード及び天井下地材に螺合する。こ
のようにして床柱部材１２は天井部において固定される。
【００５９】
なお、床の間１０に押入２０を隣接して形成し、押入２０を含んだ床の間１０とする場合
は、床柱部材１２の押入２０側に、さらに他の係合部を形成する。
次に押入２０を構成する部材と係合するために床柱部材１２に形成される各係合部につい
て説明する。床柱部材１２の押入２０側を向いた側面には、後述する押入２０側の梁材と
しての鴨居部材２４と係合させるための鴨居部材係合部１２ｇが形成されている。この鴨
居部材係合部１２ｇは鴨居部材２４の端部と係合可能な大きさ，形状に開口する凹部とし
て形成されている。
【００６０】
床柱部材１２の下端部には、後述する扉材としての敷居部材２５との係合部である敷居部
材係合部１２ｈが形成されている。敷居部材係合部１２ｈは、敷居部材２５の端部と係合
可能な大きさ，形状に開口する凹部として形成されている。また敷居部材係合部１２ｈと
隣接して、押入側の地板パネル２３と係合する地板パネル係合部１２ｉが形成されてる。
地板パネル係合部１２ｉは、床柱部材１２の下端部の一部が切欠され、地板パネル２３を
嵌合可能に形成されている。
【００６１】
さらにまた前記鴨居部材係合部１２ｇの上部には、押入２０側の壁板材としての垂れ壁パ
ネル２６と係合する垂れ壁パネル係合溝１２ｊが形成されている。垂れ壁パネル係合溝１
２ｊは、床柱部材１２の上端部から鴨居部材係合部１２ｇまで連続して形成される溝部で
あり、垂れ壁パネル２６の厚さと略同じ幅に形成され、垂れ壁パネル２６を嵌合可能に構
成されている。
【００６２】
鴨居部材係合部１２ｇの下部には、図示しない戸板部材と当接する戸板部材係合溝１２ｋ
が形成されている。戸板部材係合溝１２ｋは押入２０の開口部２０ａに設けられる襖等の
戸板部材を嵌合可能な幅で形成されている。さらに床柱部材１２の居室を向いた側の下端
部には、居室に配置される畳等と係合する居室床面係合部１２ｌが形成されている。
【００６３】
符号１２ｍは、床柱部材１２と建物の床下面とを固着させるためのねじ部材を嵌入する床
下面係合孔である。床下面係合孔１２ｍは、床柱部材１２の下端部に形成されており、床
柱部材１２の下端部の居室側面から、床柱部材１２の下端面まで貫通する貫通孔として形
成されている。
【００６４】
床下面係合孔１２ｍも、前記間仕切りパネル係合孔１２ｆと同様に、ねじ部材頭部を固定
させるための第１の孔と、ねじ部材脚部を挿入するための第２の孔とから構成されている
。第１の孔は、床柱部材１２の下側部の居室側の面から、ねじ部材の頭部を挿入可能な幅
で、床下面に向かって傾斜して掘削することにより形成されている。この第１の孔の底面
でねじ部材頭部を固定するように構成されている。第２の孔は、第１の孔の底面中央部か
ら、床下面まで届くように床柱部材１２の下端面まで貫通して形成される。第２の孔はね
じ部材を工具によりねじ込み、ねじ部材を確実に螺着させることができるように、極細の
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針穴状に形成されている。
【００６５】
なお、床柱部材１２としては、上記のように断面略円形の丸太形状の柱材に限らず、図１
５に示すような甲丸の柱材を使用しても良い。図１５（ａ）乃至（ｄ）は甲丸の床柱部材
１２の下端部を示す説明図であり、図１５（ａ）は床柱部材１２の背面図、図１５（ｂ）
及び（ｄ）は床柱部材１２の側面図、図１５（ｃ）は床柱部材１２の正面図及び端面図で
ある。甲丸の床柱部材１２を用いる場合でも、床柱部材１２には各部材との係合部がそれ
ぞれ形成される。なお、甲丸の床柱部材１２は、図１５に示すように背面側が平面状に形
成されているため、図１３で示すしぼり丸太の床柱部材のように、背面側に間仕切りパネ
ル係合溝１２ｄを形成することなく、間仕切りパネル１５と当接させることができる。
【００６６】
図１６は地板パネルを示す上面図及び端面図である。図１６では、床の間１０の床部分を
構成する地板パネル１３が示されている。地板パネル１３は、表板１３ａと、表板１３ａ
に取り付けられた複数本の根太１３ｂと、側板１３ｃとから形成されている。表板１３ａ
の表面と、居室側に位置する側板１３ｃの表面にはニスによる仕上げ加工が施されている
。なお図中で線模様が賦された部分、即ち表板１３ａの周縁部分には、上部から、後述す
る雑巾摺３２が取り付けられるため、ニス仕上げを施さなくても良い。
【００６７】
地板パネル１３には方立部材１１との係合部である方立部材係合部１３ｄが形成されてい
る。方立部材係合部１３ｄは図１６に示すように、方立部材１１と当接する箇所の角部が
切欠されて形成されている。この方立部材係合部１３ｄと、方立部材１１の地板パネル係
合部１１ｆとが係合することにより、地板パネル１３の角部が方立部材１１の下端部に嵌
合し、これにより地板パネル１３の角部が居室側から見えないように構成することができ
る。
【００６８】
地板パネル１３には図３に示すように床柱部材１２側に位置する角部に２つの貫通孔が形
成されている。この貫通孔は、地板パネル１３と、床下面とを固着させるための床下面係
合孔１３ｅであり、ねじ部材３５の頭部を固定させるための第１の孔（座堀り部）と、ね
じ部材３５の脚部を挿入するための第２の孔（貫通部）とから構成されている。第１の孔
は、地板パネル１３の側板１３ｃから、ねじ部材３５の頭部を挿入可能な幅で、床下面に
向かって傾斜して掘削することにより形成されている。この第１の孔の底面でねじ部材３
５の頭部を固定するように構成されている。第２の孔は、第１の孔の底面中央部から、床
下面まで届くように地板パネル１３の根太１３ｂの下端面まで貫通して形成される。第２
の孔はねじ部材３５を工具によりねじ込み、ねじ部材を確実に螺着させることができるよ
うに、極細の針穴状に形成されている。
【００６９】
なお押入２０側に配設される地板パネル２３は、上記地板パネル１３と同様に、表板と、
表板に取り付けられた複数本の根太と、側板とから形成されている。押入２０側に配設さ
れる地板パネル２３は、敷居部材２５と壁部１との間に配設されるため、床の間１０側に
配設される地板パネル１３よりも奥行きの幅が小さめに形成されている。なお、押入２０
側に配置される地板パネル２３は、押入２０の開口部２０ａに襖等が配設されて通常は外
側に露出していないため、表面にニスによる仕上げ加工等を特別に施さなくても良い。
【００７０】
図１７（ａ）及び（ｂ）は床の間１０の梁材としての、落し掛け部材１４を示す説明図で
あり、図１７（ａ）は落し掛け部材１４の側面図及び端面図、図１７（ｂ）は落し掛け部
材１４の背面図である。落し掛け部材１４は床の間１０の開口部１０ａ上部正面に取り付
けられる横材である。落し掛け部材１４は、取り付けられたときに床の間開口側に位置す
る外枠部１４ａと、この外枠部１４ａと一体に形成された芯部１４ｂとから構成されてい
る。外枠部１４ａは取り付けたときに外側に露出する面に、ニスによる仕上げ加工が施さ
れている。
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【００７１】
芯部１４ｂは突出部１４ｃ，１４ｄ及び長尺方向の一方の面１４ｆが、外枠部１４ａから
突出するように構成されている。なお落し掛け部材１４は、外枠部１４ａと芯部１４ｂと
をそれぞれ別々に作成してから、これら別々に作成された外枠部１４ａと芯部１４ｂとを
一体に接合することにより形成しても良く、或いは一本の角材を切削して、外枠部１４ａ
，芯部１４ｂを形成した構成としても良い。
【００７２】
落し掛け部材１４の突出部１４ｃ，１４ｄは方立部材１１の落し掛け部材係合部１１ｅ及
び床柱部材１２の落し掛け部材係合部１２ｂにそれぞれ嵌入される。なお突出部１４ｃ，
１４ｄの先端部には面取り加工がなされており、突出部１４ｃ，１４ｄを容易に各係合部
へ嵌入できるように構成されている。また芯部１４ｂには、前記方立部材１１と床柱部材
１２と固着させるためのねじ部材を嵌入する柱材係合孔１４ｅがそれぞれ形成されている
。柱材係合孔１４ｅは、芯部１４ｂの長尺面１４ｆから、芯部１４ｂの端面まで貫通する
貫通孔として形成されている。
【００７３】
柱材係合孔１４ｅはそれぞれ、ねじ部材頭部を固定させるための第１の孔（座堀り部）と
、ねじ部材脚部を挿入するための第２の孔（貫通部）とから構成されている。第１の孔は
、落し掛け部材１４の長尺面１４ｆから、ねじ部材の頭部を挿入可能な幅で、方立部材１
１及び床柱部材１２にそれぞれ向かって傾斜して掘削することにより形成されている。こ
の第１の孔の底面でねじ部材頭部を固定するように構成されている。第２の孔は、第１の
孔の底面中央部から、各柱材まで届くように落し掛け部材１４の端面まで貫通して形成さ
れる。第２の孔はねじ部材を工具によりねじ込み、ねじ部材を確実に螺着させることがで
きるように、極細の針穴状に形成されている。
【００７４】
図１８は間仕切りパネル１５を示す正面図及び端面図である。間仕切りパネル１５は、床
の間１０と押入２０との間を仕切るための部材であり、複数本の縦桟木１５ａ及び横桟木
１５ｂから構成され、縦桟木１５ａと横桟木１５ｂとを釘止めすることにより、四角枠状
に組み付けられて形成されている。縦桟木１５ａと横桟木１５ｂとは、縦桟木１５ａに形
成された係合凹部１５ｃに横桟木１５ｂを嵌合させ、釘止めにより固定されている。なお
間仕切りパネル１５は、壁部１側に位置する釘止め位置１５ｄにおいて、壁部１と釘止め
により固定される。
【００７５】
図１９は壁板材としての垂れ壁パネル１６を示す説明図である。図１９では、床の間１０
に配設される垂れ壁パネル１６が示されている。垂れ壁パネル１６は、天井面と落し掛け
部材１４との間に位置して床の間上部の小壁として配設される部材である。垂れ壁パネル
１６は、複数の縦桟木１６ａ及び横桟木１６ｂからなり、縦桟木１６ａと横桟木１６ｂと
を釘止めすることにより、四角枠状に組み付けられて形成されている。
【００７６】
なお押入２０側に配設される垂れ壁パネル２６も、上記垂れ壁パネル１６と同様に、複数
の縦桟木１６ａ及び横桟木１６ｂからなり、縦桟木１６ａと横桟木１６ｂとを釘止めする
ことにより、四角枠状に組み付けられて、押入２０の大きさに合わせて形成されている。
【００７７】
次に押入２０側に配設される各構成部材について図２０乃至図２２において説明する。図
２０（ａ）及び（ｂ）は竪枠２１を示す説明図であり、図２０（ａ）は竪枠部材２１の側
面図及び端面図、図２０（ｂ）は竪枠部材２１の正面図である。
【００７８】
竪枠部材２１は、押入２０の開口部２０ａの開口周縁部を形成する部材として配設される
ものである。本実施例において、竪枠部材２１は押入２０の側壁としての壁部１に沿って
立設されている。
【００７９】
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また竪枠部材２１の、開口部２０ａに配設されたときに外側を向く面２１ａ，２１ｂ，２
１ｃは、表面が滑らかに形成され、ニス等を塗布することにより、仕上げ加工が施されて
いる。
【００８０】
竪枠部材２１の天井面側の端部には、後述する鴨居部材２４と係合させるための鴨居部材
係合部２１ｄが形成されている。鴨居部材係合部２１ｄは鴨居部材２４の端部と係合可能
な大きさ，形状の上方に開口する凹部として形成されており、この凹部へ鴨居部材２４を
載置させるように構成されている。
【００８１】
さらに竪枠部材２１の下端部には、後述する敷居部材２５との係合部である敷居部材係合
部２１ｅが形成されている。この敷居部材係合部２１ｅは敷居部材２５の端部と係合可能
な大きさ，形状の凹部として形成されている。また竪枠部材２１の背面側には長尺の突部
２１ｆが形成されている。この突部２１ｆは後述するように、竪枠２１と壁部１との間に
間仕切り桟３４を配設したときに、間仕切り桟３４と係合させるためのものである。
【００８２】
図２１（ａ）及び（ｂ）は梁材としての鴨居部材２４を示す説明図であり、図２１（ａ）
は鴨居部材２４の側面図及び端面図、図２１（ｂ）は鴨居部材２４の背面図である。鴨居
部材２４は押入２０側の開口部１０ａ上部正面に取り付けられる横材である。鴨居部材２
４は、取り付けられたときに押入開口側に位置する外枠部２４ａと、この外枠部２４ａと
一体に形成された芯部２４ｂとから構成されている。外枠部２４ａは取り付けたときに外
側に露出する面に、ニスによる仕上げ加工が施されている。
【００８３】
外枠部２４ａは、２本の溝部２４ｇが形成されており、この溝部２４ｇは押入２０の開口
部２０ａに配設されるふすま等の戸板部材の上端部と係合可能に形成されている。
【００８４】
芯部２４ｂは突出部２４ｃ，２４ｄ及び長尺方向の一方の面２４ｆが、外枠部２４ａから
突出するように構成されている。なお鴨居部材２４は、外枠部２４ａと芯部２４ｂとをそ
れぞれ別々に作成してから、これら別々に作成された外枠部２４ａと芯部２４ｂとを一体
に接合することにより形成しても良く、或いは一本の角材を切削して、外枠部２４ａ，芯
部２４ｂを形成した構成としても良い。
【００８５】
鴨居部材２４の突出部２４ｃ，２４ｄは竪枠部材２１の鴨居部材係合部２１ｄ及び床柱部
材１２の鴨居部材係合部１２ｇにそれぞれ嵌入される。なお突出部２４ｃ，２４ｄの先端
部には面取り加工がなされており、突出部２４ｃ，２４ｄを容易に各係合部へ嵌入できる
ように構成されている。また芯部２４ｂには、前記竪枠部材２１と床柱部材１２と固着さ
せるためのねじ部材を嵌入する柱材係合孔２４ｅがそれぞれ形成されている。柱材係合孔
２４ｅは、芯部２４ｂの長尺面２４ｆから、芯部２４ｂの端面まで貫通する貫通孔として
形成されている。
【００８６】
柱材係合孔２４ｅはそれぞれ、ねじ部材頭部を固定させるための第１の孔（座堀り部）と
、ねじ部材脚部を挿入するための第２の孔（貫通部）とから構成されている。第１の孔は
、鴨居部材２４の長尺面２４ｆから、ねじ部材の頭部を挿入可能な幅で、竪枠部材２１及
び床柱部材１２にそれぞれ向かって傾斜して掘削することにより形成されている。この第
１の孔の底面でねじ部材頭部を固定するように構成されている。第２の孔は、第１の孔の
底面中央部から、各柱材まで届くように鴨居部材１４の端面まで貫通して形成される。第
２の孔はねじ部材を工具によりねじ込み、ねじ部材を確実に螺着させることができるよう
に、極細の針穴状に形成されている。
【００８７】
図２２（ａ）及び（ｂ）は扉材としての敷居部材２５を示す説明図であり、図２２（ａ）
は敷居部材２５の側面図及び端面図、図２２（ｂ）は敷居部材２５の正面図である。敷居
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部材２５は押入２０の開口部２０ａ下部正面に取り付けられる横材である。敷居部材２５
は、取り付けられたときに押入開口側に位置する外枠部２５ａと、この外枠部２５ａと一
体に形成された芯部２５ｂとから構成されている。外枠部２５ａは取り付けたときに外側
に露出する面に、ニスによる仕上げ加工が施されている。
【００８８】
外枠２５ａは、２本の溝部２５ｇが形成されており、この溝部２５ｇは押入２０の開口部
２０ａに配設されるふすま等の戸板部材の下端部と係合可能に形成されている。
【００８９】
芯部２５ｂは突出部２５ｃ，２５ｄが、外枠部２５ａから突出するように構成されている
。なお敷居部材２５は、外枠部２５ａと芯部２５ｂとをそれぞれ別々に作成してから、こ
れら別々に作成された外枠部２５ａと芯部２５ｂとを一体に接合することにより形成して
も良く、或いは一本の角材を切削して、外枠部２５ａ，芯部２５ｂを形成した構成として
も良い。
【００９０】
敷居部材２５の突出部２５ｃ，２５ｄは竪枠部材２１の敷居部材係合部２１ｅ及び床柱部
材１２の敷居部材係合部１２ｈにそれぞれ嵌入される。なお突出部２５ｃ，２５ｄの先端
部には面取り加工がなされており、突出部２５ｃ，２５ｄを容易に各係合部へ嵌入できる
ように構成されている。また敷居部材２５には、前記竪枠部材２１と床柱部材１２と固着
させるためのねじ部材を嵌入する柱材係合孔２５ｅがそれぞれ形成されている。柱材係合
孔２５ｅは、敷居部材２５の側面２５ｆから、芯部２５ｂの端面まで貫通する貫通孔とし
て形成されている。
【００９１】
柱材係合孔２５ｅはそれぞれ、ねじ部材頭部を固定させるための第１の孔（座堀り部）と
、ねじ部材脚部を挿入するための第２の孔（貫通部）とから構成されている。第１の孔は
、敷居部材２５の側面２５ｆから、ねじ部材の頭部を挿入可能な幅で、竪枠部材２１及び
床柱部材１２にそれぞれ向かって傾斜して掘削することにより形成されている。この第１
の孔の底面でねじ部材頭部を固定するように構成されている。第２の孔は、第１の孔の底
面中央部から、各柱材まで届くように敷居部材２５の端面まで貫通して形成される。第２
の孔はねじ部材を工具によりねじ込み、ねじ部材を確実に螺着させることができるように
、極細の針穴状に形成されている。
【００９２】
次に本発明の廻り縁部材３１と、雑巾摺部材３２について説明する。廻り縁部材３１は、
図２３に示すように角柱状の長尺部材であり、本例では杉材が使用されている。天井廻り
縁３１は、壁部１と天井部の接する部分に配設され、壁部と天井部の境界が露出しないよ
うに被覆するための部材である。廻り縁部材３１の外側に位置する面３１ａ，３１ｂには
仕上げ加工が施されている。
【００９３】
雑巾摺部材３２は、図２４に示すように角柱状の長尺部材であり、本例ではケヤキ材が使
用されている。雑巾摺部材３２は、床の間の壁部１と地板パネル１３の接する部分に配設
され、壁部１と地板パネル１３の境界が露出しないように被覆するための部材である。雑
巾摺部材３２の外側に位置する面３２ａ，３２ｂには仕上げ加工が施されている。
【００９４】
次に本発明の床の間用キットの組立方法について図１乃至図５において説明する。先ず建
物の居室を構成する壁部１に方立部材１１を配設する。このとき方立部材１１に接着剤を
塗布し、木ねじにより壁部１に固定する。なお、方立部材１１を取り付ける壁部１が外壁
である場合は、下地材として方立部材１１と壁部１との間にパッキン材を入れる。
【００９５】
次に地板パネル１３を取り付ける。このとき方立部材１１の地板パネル係合部１１ｆと、
地板パネル１３の方立部材係合部１３ｄとを係合させて地板パネル１３を配置する。また
地板パネル１３には、床下面係合孔１３ｅが形成されているので、この床下面係合孔１３
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ｅに木ねじを挿入して螺合させることにより、地板パネル１３と床下面とを固着させる。
【００９６】
次に間仕切りパネル１５を立設する。間仕切りパネル１５は地板パネル１３と壁部１とに
当接して立設される。このとき、間仕切りパネル１５の、釘止め位置１５ｄに釘打ちを行
うことにより、間仕切りパネル１５と壁部１とを固定する。
【００９７】
次に間仕切りパネル１５に床柱部材１２を取り付ける。床柱部材１２は間仕切りパネル１
５の居室側を向いた端部に取り付けられる。先ず床柱部材１２を立設させ、床柱部材１２
の下端部に形成された係合孔１２ｍに木ねじを挿入して、床柱部材１２と床下面とを固着
させる。
【００９８】
次に落とし掛け部材１４を方立部材１１の落し掛け部材係合部１１ｅと、床柱部材１２の
落し掛け部材係合部１２ｂに嵌合させる。そして床柱部材１２の間仕切りパネル係合溝１
２ｄと間仕切りパネル１５とを係合させた後、間仕切りパネル１５に石膏ボードを貼り付
けて仕上げる。さらに床柱部材１２の係合孔１２ｆに木ねじを挿入して、床柱部材１２と
天井部とを固定する。
【００９９】
次に落し掛け部材１４上部に垂れ壁パネル１６を取り付ける。垂れ壁パネル１６は床柱部
材１２の垂れ壁パネル係合溝１２ｅと係合することにより床柱部材１２に固定される。な
お垂れ壁パネル１６にも石膏ボードが貼着される。このようにして床の間１０が完成する
。
【０１００】
次に上記完成した床の間１０に押入２０を隣接して組み立てる方法について図６乃至図８
において説明する。先ず間仕切りパネル１５の下端部に押入２０側の地板パネル２３を当
接させて配設し、地板パネル２３の床下面係合孔に木ねじを挿入して螺合させ、地板パネ
ル２３と床下面とを固着させる。さらに必要に応じて押入内に物を載置するための棚を形
成する。
【０１０１】
次に押入２０の開口部２０ａに敷居部材２５、竪枠部材２１、鴨居部材２５を取り付ける
。先ず敷居部材２５の端部２５ｃ，２５ｄの一方を床柱部材１２の敷居部材係合部１２ｈ
に嵌入させる。次に敷居部材２５の端部２５ｃ，２５ｄの他方を竪枠部材２１の敷居部材
係合部２１ｅに嵌合させて、竪枠部材２１を壁部１際に立設する。このとき敷居部材２５
には柱材係合孔２５ｅが形成されているので、この柱材係合孔２５ｅに木ねじを挿入して
螺合させることにより、敷居部材２５と柱材とを固着させる。
【０１０２】
次に鴨居部材２４を竪枠部材２１の鴨居部材係合部２１ｄと、床柱部材１２の鴨居部材係
合部１２ｈに嵌合させる。このとき鴨居部材２４には柱材係合孔２４ｅが形成されている
ので、この柱材係合孔４５ｅに木ねじを挿入して螺合させることにより、鴨居部材２４と
柱材とを固着させる。
【０１０３】
そして図７に示すように、鴨居部材２４上部に垂れ壁パネル２６を取り付ける。垂れ壁パ
ネル２６は床柱部材１２の垂れ壁パネル係合溝１２ｊと係合することにより床柱部材１２
に固定される。図８は図７におけるＤ部拡大図である。このように、押入２０と壁部１と
の接合部に、パッキン材３３と間仕切り桟３４とにより間仕切りを形成することにより、
押入開口部２０ａに配設されるふすま等の戸板部材を開閉するときに、隣接する部屋に開
閉の衝撃音や振動を伝わりにくくすることができ好適である。このように押入２０と壁部
１との間にパッキン材３３及び間仕切り桟３４を配設する場合には、垂れ壁パネル２６の
横幅は、床柱部材１２からパッキン材３３に当接する寸法に形成される。
【０１０４】
次に、押入２０の垂れ壁パネル２６，パッキン材３３，間仕切り桟３４を覆うように石膏
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ボードを貼着する。このようにして押入２０が完成する。さらに最終仕上げとして、床の
間１０側の天井部と壁部との境目に廻り縁部材３１を取り付け、また壁部と地板パネル１
３との境目に雑巾摺部材３２を取り付ける。さらに床の間１０の正面上部に掛軸等を懸架
するための無双の取り付けを行う。
【０１０５】
なお、上記実施例では居室の壁部間に、床の間１０と押入２０をそれぞれ１つずつ設置す
る例を示したが、居室が広い場合は押入２０を１つに限らず複数形成しても良い。このと
きは押入２０の両方の側面を間仕切りパネル１５とし、複数の押入２０を連続して組み付
けていくことにより形成する。また、床の間１０の両側に押入２０を設置した構成として
も良い。
【０１０６】
また上記実施例では、床の間１０を居室左側に、押入２０を居室右側に設置する例を示し
たが、これに限らず、居室の状況に合わせて自由に設置して良いことは勿論である。図１
０は床の間１０と押入２０の設置パターンを示している。このように例えば床の間１０を
右側に、押入を左側に形成しても良く、また床の間１０と押入２０を異なる大きさに形成
することもできる。また押入２０の開口部２０ａに配設される戸板部材をふすまに限らず
、前後に開閉する扉とした構成としても良い。
【０１０７】
【発明の効果】
以上のように本発明の床の間用キットを用いることにより、予め工場等で加工された部材
を現場で組み立てるだけで居室に床の間及び押入を設置することができる。このように部
材加工のための熟練が必要とされることなく、簡単に床の間及び押入の施工を行うことが
できるので、作業性を向上させ、コストの低下を図ることが可能となる。また各部材は予
め加工されているため、各部材の仕上がりにバラツキが生じることなく、常に外観上良好
な床の間及び押入を形成することができる。
【０１０８】
さらに各部材には、部材同士を係合するための係合部が形成されており、この係合部にお
いて各部材を当接させたり、或いは係合部にねじ部材を配設するだけで部材同士を固着さ
せることができる。このように、現場で鋸やノミ等の工具を使用して部材の係合部を形成
する必要がないため、寸法間違いが発生することなく、効率的に作業を行うことができ、
また常に適切な大きさや幅で係合部が形成されているため、組付けにおける品質を常に均
一に保つことが可能となる。
【０１０９】
さらに予めねじ部材を配設させるためのねじ孔が形成されているため、ねじ部材を簡単に
、適切な位置に取り付けることが可能となる。さらにこのねじ孔は、ねじ部材頭部を配置
する第１の孔（座堀り部）と、この第１の孔から連続して形成され、ねじ脚部が嵌入され
て、ねじ部材を誘導する第２の孔（貫通部）とからなるので、第１の孔にねじ頭部が沈め
られ、各部材からねじ頭部が突出することなく取り付けることが可能となる。
【０１１０】
また予め加工された部材を施工現場に搬入して組み付けるため、施工現場で加工する方法
に比べて部材の反転や移動が少なくて済み、部材への傷付きを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明における床の間の組立方法を示す説明図である。
【図２】本発明における床の間の組立方法を示す説明図である。
【図３】本発明における床の間の組立方法における要部拡大図である。
【図４】本発明における床の間の組立方法を示す説明図である。
【図５】本発明における床の間の組立方法を示す説明図である。
【図６】本発明における押入の組立方法を示す説明図である。
【図７】本発明における押入の組立方法を示す説明図である。
【図８】本発明における押入の組立方法を示す説明図である。
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【図９】本発明における押入の組立方法を示す説明図である。
【図１０】床の間と押入の他の配置パターンを示す説明図である。
【図１１】（ａ）は設置後の床の間と押入を天井部側から見た説明図である。
（ｂ）は（ａ）におけるＡ部拡大図である。
（ｃ）は（ａ）におけるＢ部拡大図である。
（ｄ）は（ａ）におけるＣ部拡大図である。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）は本発明の方立部材を示す説明図である。
【図１３】（ａ）乃至（ｄ）は本発明の床柱部材を示す説明図である。
【図１４】床柱部材と天井部との固定を示す説明図である。
【図１５】（ａ）乃至（ｄ）は他の形状の床柱部材を示す説明図である。
【図１６】本発明の地板パネルを示す説明図である。
【図１７】（ａ）及び（ｂ）は本発明の落し掛け部材を示す説明図である。
【図１８】本発明の間仕切パネルを示す説明図である。
【図１９】本発明の垂れ壁パネルを示す説明図である。
【図２０】（ａ）及び（ｂ）は本発明の竪枠部材を示す説明図である。
【図２１】（ａ）及び（ｂ）は本発明の鴨居部材を示す説明図である。
【図２２】（ａ）及び（ｂ）は本発明の敷居部材を示す説明図である。
【図２３】本発明の廻り縁部材を示す説明図である。
【図２４】本発明の雑巾摺部材を示す説明図である。
【図２５】従来例を示す説明図である。
【符号の説明】
１　壁部
１０　床の間
１１　方立部材
１２　床柱部材
１３　地板パネル
１４　落し掛け部材
１５　間仕切りパネル
１６　垂れ壁パネル
２０　押入
２１　竪枠部材
２３　地板パネル
２４　鴨居部材
２５　敷居部材
３１　廻り縁部材
３２　雑巾摺部材
３３　パッキン材
３４　間仕切り桟
３５　ねじ部材
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